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＜要件を満たさなかった申請の事例＞

事例①：売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。

売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

事例②：「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。

認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。

事例③：経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。

事例④：添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

＜はじめに＞

事業再構築補助金において、申請時に提出された書類の不備等によって申請要件を満たさ

なかった申請が多くありました。

申請される方の書類等の不備を未然に防止することを目的として、電子申請時に必ずご確

認をいただきたい事項をまとめましたので、ご確認ください。
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第6回公募からの主な変更点
回復・再生応援枠の新設

グリーン成長枠の新設

通常枠の補助上限額の見直し

補助対象経費の見直し(建物費・研修費)

事前着手の対象期間の見直し

売上高10％減少要件の緩和

複数企業等連携型の新設
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１．売上高(付加価値額）減少について添付が必要な書類

2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の
3か月の合計売上高と、コロナ前（2019年又は
2020年１月～３月）の同3か月の合計売上高
を比較して10％以上減少している

◆3ヵ月の合計売上高で申請する場合

【提出書類】 ※それぞれコロナ前後の書類が必要です

＜法人＞
①確定申告書別表一の控え（1枚）
②法人概況説明書の控え*（両面）
③受信通知（e-Taxで申告している場合）
＜個人事業主＞
①確定申告書別表一の控え（1枚）
②所得税青色申告決算書の控え*（両面）
※白色申告場合：月間売上がわかる売上台帳、帳面
その他の確定申告の基礎となる書類
③受信通知（e-Taxで申告している場合）

●2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高とコ
ロナ前（2019年又は2020年１月～３月）を比較して10％以上減を満た
す書類

●確定申告の申告期限が延長されている場合等、合理的な事由により、
申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前（2019年又は
2020年１月～３月）の、同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の
控えが提出できない場合、又は、確定申告書別表一の控えに収受日付印が
押印されていない場合 は追加提出書類として、【税理士による署名押印済
みの該当年度分の月別売上高が分かる事業収入証明書】（様式自由）

◆3ヵ月の合計付加価値額で申請する場合

2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の
3か月の合計付加価値額とコロナ前（2019年又
は2020年１月～３月）の同3か月の合計付加
価値額を比較して15％以上減少している

【提出書類】 ※それぞれコロナ前後の書類が必要です

①確定申告書別表一の控え
②月別の営業利益、人件費、減価償却費が確認できる
資料（試算表等の確定申告の基礎となる書類）

●2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高と
コロナ前（2019年又は2020年１月～３月）を比較して15%以上減を
満たす書類

■注意
グリーン成長枠に申請される場合は提出は任意です。
提出された場合、グリーン成長枠で不採択となった際に通常枠で
再審査されます。
提出がなかった場合には、通常枠での再審査は行いませんので、
ご注意ください。
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2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計高と
コロナ前の同3か月の合計高を比較する

１．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類

選択月と使用できる比較月

■注意
※4～12月のうちのいずれかの月をコロナ後として選択する場合、コロナ以前の比較月として用いることができるのは2019年の同月のみとなります。



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「法人」
・申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年10月～12月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2020年10月～12月
法人決算月が11月（決算書：前年12月～翌年11月）

《提出必須書類①》 決算が確定した年度の確定申告書別表一の控え

１ 申請する法人名

選択した期間の内決算完了した月がすべて含まれている

(2019年10月～12月(3か月分)および2020年10月
～11月(2か月分)が分かる）コロナ前、コロナ後2年分
の書類を添付する

2020年10月
以降の連続す
る6か月のうち
任意の3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 10月 2020年 11月 2020年 12月

売上高 4,500,000円 5,500,000円 6,000,000円 16,000,000円

コロナ以前の
同3か月

2019年 10月 2019年 11月 2019年 12月

売上高 5,000,000円 6,000,000円 7,000,000円 18,000,000円

売上高減少率
(%)

10.0% 8.3% 14.3% 11.1%

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書別表一の控え》

ここで決算
(2019/12～
2020/11)

ここからは申請時点
未決算
(2021年11月が決算月)

１．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【法人（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

２

決算で確定した年月での書類

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済
み書類控え
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必要書類は
《提出必須書類①》～
《提出必須書類③》



《確定申告の基礎となる書類》
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決算確定前の年月の書類

確定申告基礎書類は
以下のような書類です

損益計算書、収支内訳書、貸借対照表、
総勘定元帳等、収支がわかるもの

《提出必須書類②》 決算が確定した年度の法人事業概況説明書の控え(両面）

１

月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月(3か月
分)および2020年10月～11月(2か月分)
が分かる）コロナ前、コロナ後2年分の書類を
添付する

選択した年月が含まれている

(例の場合、2019年10月～12月(3か月
分)および2020年10月～11月(2か月
分)が分かる）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２

《提出必須書類③》 決算が確定していない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類
(例の場合：2020年12月分)

《法人事業概況説明書の控え（両面）》

《売上台帳》

3

決算する前の年月の月別売上が
確認できる売上台帳
事例の場合：2020年12月

4

様式は問いません

決算で確定した年月での書類

１．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【法人（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】
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又は

法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致すること

※3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出してください



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「法人」
・申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2020年1月～3月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2021年1月～3月
法人決算月が3月（決算書：前年4月～翌年3月）

《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え

１

申請する法人名

売上減少の確認年月が含まれています
決算年度分をすべてお願いします

(例の場合、2020年1月～3月および2021年1
月～3月）コロナ前、コロナ後2年分の書類を添
付する

ポイント
この売上高減少を確認するための必要な年月
を漏れなく提出ください

2020年10月以降
の連続する6か月の
うち任意の3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2021年 1月 2021年 2月 2021年 3月

売上高 500,000円 600,000円 800,000円 1,900,000円

コロナ以前の
同3か月

2020年 1月 2020年 2月 2020年 3月

売上高 1,000,000円 900,000円 1,100,000円 3,000,000円

売上高減少率
(%)

50% 33.33% 27.27% 36.67%

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書別表一の控え》

２．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【法人（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる
年月分の決算受付済み書類控え
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２

必要書類は
《提出必須書類①》、
《提出必須書類②》



《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え

選択した期間がすべて含まれている

(例の場合、2020年1月～3月および2021年1月～3月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

月別の売上高が申請画面と一致していること

例の場合:2020年1月~3月および2021年1月～3月
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

必ず両面ともご提出ください
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２．売上高減少（付加価値額）について添付が必要な書類
【法人（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

２

１

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の書類控え

法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致すること

※3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出してください



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「個人事業主」
・申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年11月～2020年1月
申請に用いる任意の３か月（コロナ後）：2020年11 月～2021年1月
決算月が12月（決算書：1月～12月）

《提出必須書類①》 決算が確定した年度の確定申告書第一表の控え

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書第一表の控え》

ここで決算
(2020/1～2020/12)

ここから未決算月
(2021年1月が決算月)

３．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

2020年10月以
降の連続する

6か月のうち任意
の3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 11月 2020年 12月 2021年 1月

売上高 4,500,000円 5,500,000円 6,000,000円 16,000,000円

コロナ以前の
同3か月

2019年 11月 2019年 12月 2020年 1月

売上高 500,000円 600,000円 700,000円 1,800,000円

売上高減少率
(%)

10.0% 8.3% 14.3% 11.1%

決算で確定した年月での書類

コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済み
書類控え
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コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

申請する個人事業主名
２

１

必要書類は
《提出必須書類①》～
《提出必須書類③》



《提出必須書類②》 決算が確定した年度の申告決算書の控え
青色申告の場合：所得税青色申告決算書
白色申告の場合：収支内訳書

申請をする個人事業主名 申請をする個人事業主名

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

青色 白色

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の決算受付済み書類控え

３．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

13

申請をする個人事業主名

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する



《提出必須書類③》 コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類

青色申告の場合：所得税青色申告決算書の2ページ目および
決算がまだ終わっていない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類

白色申告の場合：選択したすべての期間を含む
売上台帳又は確定申告の基礎となる書類

《所得税青色申告決算書2ページ目》

１

２

月別の売上高が申請画面と一致していること

《売上台帳》

様式は問わないが「売上台帳」3

《確定申告の基礎となる書類》

5

4

確定申告基礎書類は
以下のような書類です
損益計算書、収支内訳書、貸
借対照表、総勘定元帳等、収
支がわかるもの

青色

青色
白色

決算で確定した年月での書類

３．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合）】

14

青色申告：決算月がきていない月の
月別売上が確認できること
例の場合：2021年1月

白色申告：選択した期間の月別売上がすべ
て確認できること
例の場合：2019年11月～2020年1月

2020年11月～2021年1月選択した期間の内決算完了した月がすべて含まれている
(この例の場合、2019年11月～2020年1月(3か月
分)および2020年11月～12月(2か月分)が分かる）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

選択した期間の内決算完了した月がすべて含まれている
(この例の場合、2019年11月～2020年1月(3か月
分)および2020年11月～12月(2か月分)が分かる）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する 又は



申請時書類：コロナ前後で売上高減少を証明する書類

(例) 申請者：「個人事業主」
・申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合

申請に用いる任意の３か月の比較対象となるコロナ前：2019年10月～12月
申請に用いる任意の３か月(コロナ後)：2020年10月～12月
決算月が12月（決算書：1月～12月）

《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書第一表の控え

１

申請する個人事業主名

２

コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

該当月の売上高合計が10%以上減少をしていること

売上高減少要件

＜売上高減少の内訳＞

《確定申告書第一表の控え》

４．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

2020年10月
以降の連続する
6か月のうち任
意の3か月

西暦年月 西暦年月 西暦年月 合計

2020年 10月
2020
年

11月
2020
年

12月

売上高 4,500,000円 5,500,000円 6,000,000円 16,000,000円

コロナ以前の
同3か月

2019年 10月
2019
年

11月
2019
年

12月

売上高 500,000円 600,000円 700,000円 1,800,000円

売上高減少率
(%)

10.0% 8.3% 14.3% 11.1%
コロナ前、コロナ後の売上高減少を
確認できる年月分の決算受付済み
書類控え

15

必要書類は
《提出必須書類①》～
《提出必須書類③》



《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの申告決算書の控え
青色申告の場合：所得税青色申告決算書
白色申告の場合：収支内訳書

４．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

申請をする個人事業主名

申請をする個人事業主名

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類 コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類

決算で確定した年月で売上高確認の書類

16

申請をする個人事業主名



《提出必須書類③》 コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類

青色申告：所得税青色申告決算書の2ページ目

白色申告：売上台帳+確定申告の基礎となる書類

選択した期間が含まれている

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月～12月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月
～12月）コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

《所得税青色申告決算書2ページ目》

４．売上高（付加価値額）減少について添付が必要な書類
【個人事業主（申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合）】

《売上台帳》

１

様式は問わない 「売上台帳」
選択した月、すべての月別売上が確認できること
月別の売上高が申請画面と一致していること

(例の場合、2019年10月～12月および2020年10月～12月）
コロナ前、コロナ後2年分の書類を添付する

２

確定申告基礎書類は
以下のような書類です

損益計算書、収支内訳書、貸借対照表、
総勘定元帳等、収支がわかるもの

青色 白色

コロナ前、コロナ後の売上高減少を確認できる年月分の書類の控え

17

２

１
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４’．付加価値額減少について添付が必要な書類
【売上高を付加価値額で代用する場合の付加価値額を証明する資料】

例）試算表

《提出必須書類※付加価値額で代用する場合の証明書類》

コロナ前、コロナ後の付加価値額減少を確認できる年月分の書類

申請に用いる任意の3か月の付加価値額の算出の根拠となる箇
所に下線を引いてください

★以下の項目が確認できること
①月別の営業利益
②人件費
③減価償却費（期中に購入した設備等の減価償却
費については、購入した日から決算日までを月数で按
分した金額）

試算表等の確定申告の基礎となる書類の添付が必要 ＜人件費について＞

●よくあるご質問【申請要件】より一部抜粋

（法人の場合）
以下の各項目のすべてを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含
んだもの。）
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び
賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引
当金繰入れ ・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費
で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数
を掛けることによって算出してください。

（個人事業主の場合）
青色申告決算書（損益計算書）上で以下の費目が人件
費に該当します（丸数字は、所得税申告決算書の該当番
号です）。
福利厚生費＋給料賃金（⑲＋⑳）
（白色申告：収支内訳書上では、給料賃金(11)及び福
利厚生費(ル)が人件費に該当します。）
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳
専従者給与（＝ご家族の方等のお給料）および㊸青色申告特別控
除前の所得金額（＝事業主個人の儲け）の２項目を「人件費」に算
入せずに計算します。
※青色申告決算書、収支内訳書に記載の人件費は年間の人件費の
証明となりますので、別途月別の人件費等が記載された書類が必要と
なります。



必要書類 代替可能書類

法人 ―

コロナ前
※

確定申告書別表一の控え＋法人事業概況説明書 ⇒
税理士による署名押印済みの
事業収入証明書のみで代替可能

コロナ後
確定申告書別表一の控え＋法人事業概況説明書

⇒

売上台帳または
それに相当する書類

(試算表、帳面、その他、確定申告
の基礎となる書類)

個人 ―

コロナ前
※

≪青色申告の場合≫
確定申告書第一表の控え＋所得税青色申告決算書

≪白色申告の場合≫
確定申告書第一表の控え＋売上台帳＋確定申告基礎書類

⇒
税理士による署名押印済みの
事業収入証明書のみで代替可能

コロナ後

≪青色申告の場合≫
確定申告書第一表の控え＋所得税青色申告決算書

≪白色申告の場合≫
確定申告書第一表の控え＋売上台帳＋確定申告基礎書類

⇒

売上台帳または
それに相当する書類

(試算表、帳面、その他、確定申告
の基礎となる書類)

代替可能な添付書類

５．売上高（付加価値額）減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類

19

※本事業におけるコロナ前：2019年又は2020年1月～3月
コロナ後：2020年4月以降

■全体における注意事項
本事業における売上には、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、
法人の事業活動によって得られた収入（公益法人等の場合、国・地方公共団体からの受託事業による収入を含む。）のみを
対象とします。



20

５．売上高（付加価値額）減少を証明する書類を代替する場合に添付が必要な書類

売上高減少要件の書類と同様に以下の場所
に登録してください

代替可能な添付書類添付場所

2020年4月以降でコロナ以前と比べて
売上高が10％以上減少したことを示
す書類



６．電子申請に当たっての添付資料および参考資料

事業再構築補助金のホームページにある書類の案内
（https://jigyou-saikouchiku.jp/）←左のURLをクリック

上記画像の赤枠「電子申請用資料」内の「電子申請に当たっての添付資料および参考資料」に申請時に必要な書類があります。

21

掲載されている書類名
①電子申請入力項目：準備中（Word）
②認定経営革新等支援機関による確認書（Word）
③金融機関による確認書（Word）
④補助対象経費理由書（ZIP）
⑤最低賃金確認書（Excel）
⑥賃上げ表明書（Word）
⑦研究開発・技術開発計画書（Word）
⑧人材育成計画書（Word）
⑨別事業要件及び能力評価要件の説明書（Word）
⑩連携の必要性を示す書類（代表者申請者用）（Word）
⑪連携体各者の事業再構築要件についての説明書類（連携
体構成員用）（Word）
⑫新築の必要性に関する確認書（Word）
⑭リース取引に係る宣誓書
⑮再生事業者の確認書

https://jigyou-saikouchiku.jp/


７．認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類

提出必須書類：認定経営革新等支援機関による確認書

事業再構築補助金のホームページ内

22

指定のフォーマットで提出してください

認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください。
確認書の記載者は認定経営革新等支援機関です。
事業者名は申請する法人・個人事業主です。

「認定経営革新等支援機関名」
※事業者名は記入しないでください

１

２
「申請する法人・個人事業主」

３
「認定経営革新等支援機関の担当者・
ID等間違えないように記載ください」

■注意
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合は認定経営革新等支援機関による確認書は任意となります。
ただし、補助金額3,000万円を超える事業者は「金融機関による確認書」を提出する必要があります。



８．金融機関による確認書として添付が必要な書類

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：金融機関による確認書 ＊申請補助金額3,00０万円を超える場合は必須

23

金融機関に作成を依頼してください

金融機関が認定支援機関も兼ねている場合は、

認定経営革新等支援機関による確認書での提出をお願いします。

＊認定経営革新等支援機関が金融機関の場合は不要

１

「金融機関名」

２

「申請する法人・個人事業主」

３

「金融機関の支援者等」

指定のフォーマットで提出してください

■注意
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合でも、補助金額3,000万円を超える事業者は
「金融機関による確認書」を提出する必要があります。



申請時書類：事業財務情報

経済産業省ミラサポplus にてGビズIDでログインし、「電子申請サポート」より作成する
(https://mirasapo-plus.go.jp/) ←左のURLをクリックする
※必ず指定のフォーマットで提出してください（独自フォーマットや、独自にアレンジした資料の添付はご遠慮ください）

9．事業財務情報として添付が必要な書類

24

「事業財務情報」のページを提出してください
※他のページを提出しないようご注意ください

タイトルへ事業者名を入力してください

金額が入力されているかを確認して下さい

https://mirasapo-plus.go.jp/


申請時書類：決算書（法人の場合のみ）※直近2年分若しくは1期分の添付が必要です

【決算書の提出ができない法人】
法人等の全体の事業計画書
及び収支予算書の提出

１

2

10．決算書として添付が必要な書類

個人事業主の場合は、提出不要です

決算報告書の事業者名と申請者名が一致していることを
確認してください。

25

★注意点
・データにパスワードはかけない
・不鮮明ではないか
・白紙になっていないか

令和元

令和 2



申請時書類：労働者名簿

労働基準法に基づく労働者名簿の写し

《添付書類の例》

全従業員が分かるものを提出してください

11．労働者名簿として添付が必要な書類

従業員の人数が申請画面と一致していること
※役員は人数に含みません

表題が「労働者名簿」になっている資料を提出してください

26

※労働者名簿に該当する者がいない場合

→従業員がいない旨を記載した書類を
添付してください

必ずNoを入れてください



12．中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）から支援を受けていることを証明する書類

申請時書類：・中小企業活性化協議会等による確認書（事業者名）

27

対象となる方・・・
①中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から支援を受けており、公募申請時において再生計画等を「策定中」
②中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から支援を受けており、公募申請時において再生計画等を「策定済」
かつ公募終了日から遡って３年以内に再生計画等が成立等した者

※中小企業再生支援協議会等から支援を受けていることを証明する書類の提出について、
回復・再生応援枠で申請される場合は、

・2021年10月以降のいずれかの月の売上高がコロナ前の同月比で 30％以上減少していること
(付加価値額でも代替可能)

・中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること

注意：【回復・再生応援枠】に応募の場合は必須書類となり、
その他の枠に応募の場合は【加点②】となります。

中小企業再生支援協議会等から支援を受けていることを証明する書類の提出について、
【回復・再生応援枠】で申請される場合は、

・2021年10月以降のいずれかの月の売上高がコロナ前の同月比で 30％以上減少していること
(付加価値額でも代替可能)

・中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること

上記のいずれかの要件を満たしていることが【必須】となります。
その他の枠で加点②の申請時【必要】となります。



28

13．大規模賃金引上枠【賃金引上げ計画の表明書として添付が必要な書類】

賃上げ表明書
賃金台帳（又はそれに相当す
る書類）

＊申請時点の直近の事業場内最
低賃金で雇用している従業員すべ
てが分かること

申請時書類：賃上げ表明書＋賃金台帳（又はそれに相当する書類）

事業再構築補助金のホームページ内

労働基準法に基づく、以下の項目が
網羅されていること。
①労働者氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当などの種類と額
⑩控除の項目と額

指定のフォーマットで提出してください
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14．最低賃金枠【事業場内最低賃金を示すために添付が必要な書類】

賃金台帳（又はそれに
相当する書類）

最低賃金確認書

①対象となる3か月分が分か
るものであること
②最低賃金＋30円以内の
従業員すべてがわかること

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：最低賃金確認書＋賃金台帳（又はそれに相当する書類）

労働基準法に基づく、以下の
項目が網羅されていること。
①労働者氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当などの種類と額
⑩控除の項目と額

指定のフォーマットで提出してください

※明細①～③記載時の注意
最低賃金の算出時に所定外給与（時間外勤務手当、
休日出勤手当、深夜勤務手当等）は含みません。

★全シートの黄色の項目をすべて入力し
てください
★こちらの最低賃金確認書はエクセルの
形式のままご提出ください。
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15．一過性の支出が補助対象経費の大半を占めるような場合に添付が必要な書類

本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産（有形・
無形）への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本
事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、１つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある
場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。

①作成日を入力
②申請事業者様の情報を入力
③枠内の「経費区分」の中から
選択し入力
④上記に記入された経費区分に
対して計上の考え方を入力

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：事業再構築補助金に係る補助対象経費について（理由書）

参考様式を参考にし作成してください。

※注意
なお、採択後、 交付決定の手続きに際して、事務局から補
助対象経費の見直しを求める場合があります。
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16．グリーン成長枠に応募する場合に添付が必要な書類

※様式に記載されている赤字部分は補足説明ですので、
計画策定時には削除して使用してください。

※グリーン成長戦略にどの分野に該当し、対応する課題を
明確に記載してください。

※赤字補足事項をよく確認し、各項目に具体的な内容を
漏れなく記載をしてください。

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：研究開発・技術開発計画書 又は 人材育成計画書

指定様式を使用して作成し、いずれかの計画書を提出してください。
5ページ程度、フォントサイズ等自由。

研究開発・技術開発計画書 人材育成計画書
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17．グリーン成長枠に、過去の公募回で採択済みの事業者が応募する場合に添付が必要な書類

①様式に記載されている赤字部分は補足説明ですので、
計画策定時には削除して使用してください。

②過去に採択された際の受付番号（Rから始まる11桁）
を記載してください。

③【別事業要件】過去の公募回で採択されている又は交付
決定を受けている補助事業の内容及び今回グリーン成
長枠で取り組む事業内容について記載し、異なる事業
内容であることをご説明ください。

④【能力評価要件過去の公募回で採択されている又は交付
決定を受けている補助事業を行いながら、今回応募する
グリーン成長枠での補助事業を問題なく実行できる体制
及び資金力があることについて説明してください。

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：別事業要件及び能力評価要件の説明書

指定様式を使用して作成し、最大2ページ以内で提出。フォントサイズ等自由。

別事業要件及び能力評価要件の説明書
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18．複数の事業者が連携して事業に取り組む場合の追加提出書類 （代表申請者）

①様式に記載されている赤字部分は補足説明ですので、
計画策定時には削除して使用してください。

②1事業者当たり1/2ページ程度で記載してください
③事業者名、補助事業における役割、必要不可欠性が記
載されていれば、上記表形式以外の形式でも認めます。
必要に応じて関係図を用いるなどしてください。

④記載されていない事業者が構成員に含まれていた場合
連携体全体が不採択となりますのでご注意ください。

⑤連携体のすべて構成員について、補助事業における役
割を記載してください。

⑥連携体を構成するすべての事業者が必要不可欠であるこ
とを説明する必要があります。

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：連携の必要性を示す書類（代表申請者が提出）

連携の必要性を示す書類（代表申請者が提出）

個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事
業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載してください。
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19．複数の事業者が連携して事業に取り組む場合の追加提出書類 （構成員となる事業者）

①様式に記載されている赤字部分は補足説明ですので、計画策定時には削除して使用
してください。

②「連携体における自社の役割」には、連携体における自社の役割及び社内の実施体
制について、事業者名及び補助事業における役割を記載してください。

③「事業再構築要件の充足性について」には、次ページの表を参照して、選択する事業
再構築の類型、及び要件の充足性について記載してください。

④次ページにある表の記載内容に関しては、以下のHPをご参照の上、確認ください。
経済産業省 「事業再構築指針の手引き 2.0版」
https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_te
biki.pdf

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：連携体各者の事業再構築要件についての説明書類（連携体構成員用）

連携体各者の事業再構築要件についての説明書類

連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類となります。最大２ページ程度で記載。フォントサイズ等自由。
（複数の事業者が連携して事業に取り組む場合、連携体の構成員が提出）

https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
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20．建物の新築に要する経費を申請する場合の追加提出書類

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：新築の必要性に関する説明書

新築の必要性に関する説明書

①様式に記載されている赤字部分は
補足説明ですので、計画策定時には
削除して使用してください。
②最大２ページ以内で記載をしてください。
フォントサイズ等自由

■注意：
事業計画の内容に基づき採択された場合も、 「 新築の必要性に関する説明書 」 の内容に基づき、建物の新築に
ついては補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。

建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。
建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合は「 新築の必要性に関する説明書 」 の提出が必要です 。
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21．リース会社との共同申請をする場合の追加提出書類

事業再構築補助金のホームページ内

申請時書類：①リース料軽減計算書 ②リース取引に係る宣誓書

リース取引に係る宣誓書

①リース料軽減計算書 …中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、（公社）リース事業協
会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。詳しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社又は（公社）リース事業協会
にお問い合わせください。
②リース取引に係る宣誓書…共同申請の場合、リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書（リース取引に係る宣誓書）の提出を求
めます。
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22．「売上高が10億円以上であり、かつ、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合」の申請について

申請時書類：①2021年11月以前の直近の決算書
②再構築を行う事業部門売上高確認書類

①2021年11月以前の直近の決算書…売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類を
追加で提出（決算書において分かる場合には追加での提出は不要です）

②再構築を行う事業部門売上高確認書類…会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳や部門別集計を行っている
確定申告の基礎となる資料（試算表や部門別採算表や部門別損益計算書など）

電子申請マニュアルより抜粋

注意：売上高が10億円以上であり、かつ、事業再構築を行う事業部門の売上高が
3億円以上である場合のみ、チェックボックスの内容をお確かめください。

【電子申請システム操作マニュアル】はこちら

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fjigyou-saikouchiku-shinsei.jp%2Fdocuments%2Fmanuals%2Fdensimanual.pdf&clen=7710667&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fjigyou-saikouchiku-shinsei.jp%2Fdocuments%2Fmanuals%2Fdensimanual.pdf&clen=7710667&chunk=true

